
第６６回“社会を明るくする運動” 

「子ども・いきいき・サッカー教室 IN石巻」開催要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 主  催   “社会を明るくする運動”宮城県推進委員会 

石巻地区保護司会 

２ 共  催    “社会を明るくする運動”石巻市，東松島市及び女川町推進委員会 

３ 後  援(予定)  石巻市，東松島市，女川町，石巻サッカー協会，石巻地区更生保護女

性会，東松島地区更生保護女性会，女川地区更生保護女性会，桃生地区

更生保護女性会，石巻地区協力雇用主会，宮城県保護司会連合会，仙台

保護観察所 

４ 協  力    株式会社ベガルタ仙台 

５ 日  時    平成２８年７月１７日（日）午後１時～３時 

６ 場  所    石巻市上釜ふれあい広場（石巻市門脇字元明神４０番地１） 

              [雨天時]石巻専修大学体育館（石巻市南境新水戸１） 

             ※雨天により，体育館で開催する場合は，午前９時以降に，お知らせい

ただいた連絡先に連絡をいたします。 

７ 参加対象    石巻市，東松島市及び女川町内の小学生（定員１００名） 

８ 指導講師    ベガルタ仙台アカデミーコーチ 

９ 内 容 等    １２：４５ 受付開始 

              １３：００ 開会セレモニー 

              １３：１５ サッカー教室開始 実技指導 

              １４：４０ 閉会セレモニー(記念品贈呈・記念撮影等) 

              １５：００ 終了 

              

１０ 参加費用    無 料 

１１ 申込方法   参加を希望される方は，下記【申込み先・問い合わせ先】にご連絡くだ 

さい。 

受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日を除く。）。 

          申込締切日：平成２８年７月８日（金） 

 

 法務省主唱の“社会を明るくする運動”は，すべての国民が，犯罪や非行の防止

と罪を犯した人たちの更生について理解を深め，それぞれの立場において力を合わ

せ，犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。 

 犯罪や非行のない明るい社会を実現するには，地域社会全体が，その責務として

次代を担う青少年の健全育成を図ることが必要です。 

 このような趣旨のもと，“社会を明るくする運動”宮城県推進委員会では，地域の

皆様や教育機関と連携し，明るい健全な町づくりに寄与するとともに，スポーツを

通じて青少年の健全育成と余暇善用を図ることを目的とし，下記のとおり“社会を

明るくする運動”子ども・いきいき・サッカー教室 IN石巻を開催します。 

 

参加者には 

ベガルタ仙台グッズを

進呈！ 



１２ その他 

 （１）飲み物の準備について 

サッカー教室会場でも，スポーツドリンク等は参加者全員分を準備しておりますが，  

ご自身でも，自宅から水筒等に入れた飲料水をお持ち下さい。 

（２）タオル等の準備について 

       当日は暑くて汗をかいたり，または雨が降って体が濡れる場合もあります。タオルや

着替えなどを適宜ご持参下さい。 

（３）雨天時の準備について 

            雨天時は体育館でサッカー教室を行うこととなります。その際，体育館で使用する上

履きを必ず用意してきて下さい。体育館で行う場合は，当日の午前 9 時以降お知らせい

ただいた連絡先に連絡をいたします。 

（４）体調管理について 

サッカー教室当日の体調が良くない場合は，無理をせず休んでください。体調が悪いま

まに参加されますと，暑さ等で余計に具合が悪くなる場合があります。体調管理には十分

ご注意ください。 

（５）昼食について 

            午後からの行事となりますので，昼食については会場に用意はございません。 

 

 

【申込み・問い合わせ先】 

 法務省 仙台保護観察所企画調整課内 

             第６６回“社会を明るくする運動”宮城県推進委員会事務局 

             住 所：〒98０-0812 仙台市青葉区片平１－３－１ 

             電 話：022-221-1451（内線 3315，3301） 

             ※午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日を除く。） 

担 当：三塚・小池  

 


